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基金残高・市債残高の推移

■基金（貯金）の推移

・財政調整基金

・減債基金
・公共事業整備基金
・地域づくり振興基金
・農業集落排水事業等基金　　  など

使いみちが自由な基金（貯金）
令和3年度末残高　56億6，933万円

使いみちが限定されている基金（貯金）
令和3年度末残高　138億8，559万円

◎公共事業整備基金は、老朽化が進む公共施設の
修繕及び更新費用などに活用していきます。

■市債（借金）の推移
　主な市債

合併特例債
　令和3年度末残高　59億5，730万円

合併後のまちづくりのために借り入れるもので、元利償還額
（返済する元金と利子）のうち70%が普通交付税として措置されます。

臨時財政対策債
令和3年度末残高　103億232万円

交付税原資の不足分を、国に代わって市が借り入れをしているもので、
元利償還額の100%が普通交付税として措置されます。
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　地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表が法律で定められています。健全化判断比率は、普通会計の赤
字比率を表す「実質赤字比率」、特別会計・企業会計を含めた市全体の赤字比率を表す「連結実質赤字比率」、市の財
政規模に対する公債費の比率を表す「実質公債費比率」、市債残高など将来負担すべき債務に対する市の収入や基
金残高の比率を表す「将来負担比率」の4つの指標を算定します。資金不足比率は、その会計の債務や負債に対する
基金や資産の比率を算定します。
　令和3年度決算に基づく愛西市の健全化判断比率および資金不足比率について、すべての基準を下回る結果にな
りました。

健全化判断比率・資金不足比率の公表

■健全化判断比率

■資金不足比率

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

愛西市

早期健全化基準値 350.0%

財政再生基準値

―
（赤字なし）

―
（算定なし）

―
（赤字なし） 4.2%

25.0%

35.0%

17.72%

30.00%

12.72%

20.00%

※将来負担すべき債務の額に対し、収入や基金の充当可能財源の額が上回ったため、「将来負担比率」は算定がありません。
※早期健全化基準値を上回った場合には、財政健全化計画の策定や外部監査の要求の義務化が求められます。
※財政再生基準値を上回った場合は、上記に加え、市債発行が制約されます。

資金不足比率 経営健全化基準

―
（資金不足なし） 20.00%

水道事業会計

下水道事業会計

15.4

113.3

59.6

103.0

市では、市民の皆さんが中心となって行う公益的な事業に必要な経費に対し、補助金を交付することで、
皆さんの市民活動を応援します。
市民主体の地域づくりを進めるために、ぜひこの補助金を活用してください。
1　補助対象団体　　
次の要件をすべて満たしている市民活動団体
・市民活動を行っている、または行おうとする 5 人以上の団体
・市内に活動拠点があり、市民活動の効果が市内で生じること
・組織の運営に関する規約、会則などの定めがあること
2　補助対象事業
市民活動団体が実施する公益的な事業
※国や他の地方公共団体から補助金などの交付を受ける事業、宗教活動や政治活動を目的とする事業
　などは認められません。
3　補助対象経費　
補助対象事業に直接必要な次の表の経費

4　交付額　
補助対象経費の 5 分の 4 の額。上限は 10 万円です。

★　選考方法　★
令和5年2月中旬ごろ開催予定の市民活動支援公募事業補助金審査委員会において、公開プレゼンテーショ
ン、ヒアリングによる審査を行います。
【募集期間】11 月 7 日（月）～ 12 月 9 日（金）
※　事業内容について、12 月 2 日（金）までに事前にご相談ください。
※　令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間に実施する事業を対象とします。
※　新型コロナウイルス感染症防止策を十分に講じたうえで、安心・安全に皆様が活動を実施できることを
　　前提としています。
市ホームページに、補助金交付要綱（制度の概要）や申請書などを公開しています。

○ 偉人の顕彰を通じた郷土愛の醸成・文化振興
〇 マーチング演奏活動を通じた青少年育成・地域貢献
〇 要支援家庭への食材・弁当の配布
〇 災害時におけるアマチュア無線の有効活用 など

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

経営企画課　☎（55）7133　　https://www.city.aisai.lg.jp/　

地域で頑張る皆さんの市民活動を応援します！！

まずは気軽にご相談
ください。市民活動支援公募事業補助金

令和5年度

令和4年度の採択事業

総額
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